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【手続補正書】
【提出日】平成25年1月7日(2013.1.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯用端末機と通信する聴音器において、
　ユーザによる前記携帯用端末機の操作結果によって、前記携帯用端末機と通信する聴音
器側送受信部と、
　前記聴音器側送受信部と連結された聴音器側制御部と、
　前記聴音器側制御部と連結され、前記聴音器側制御部から受信されたデータを再生する
聴音器側再生部と、を含み、
　前記聴音器側送受信部は、前記携帯用端末機と人体領域ネットワークを利用して通信す
る聴音器。
【請求項２】
　前記聴音器側制御部に連結され、前記聴音器及び前記携帯用端末機の外部から第１聴取
可能データを感知する感知部をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の聴音器。
【請求項３】
　前記聴音器側送受信部は、前記携帯用端末機から第２聴取可能データを受信し、
　前記聴音器側制御部は、前記ユーザによる前記携帯用端末機の操作結果に従って、前記
感知された第１聴取可能データ、及び前記聴音器側送受信部に受信された第２聴取可能デ
ータのうち少なくともいずれか一つを、前記聴音器側再生部に伝達することを特徴とする
請求項２に記載の聴音器。
【請求項４】
　前記聴音器は、ヘッドセット及び補聴器のうち少なくともいずれか１つであることを特
徴とする請求項１または請求項２に記載の聴音器。
【請求項５】
　前記データは、聴取可能データを含むことを特徴とする請求項１～４のいずれか一項に
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記載の聴音器。
【請求項６】
　前記聴音器側送受信部は、前記携帯用端末機から制御データ及び聴取可能データを受信
し、
　前記聴音器側制御部は、前記聴取可能データを前記制御データによって変換し、
　前記聴音器側再生部は、前記変換された聴取可能データを再生することを特徴とする請
求項１に記載の聴音器。
【請求項７】
　前記制御データは、聴音器情報、ユーザ情報、及び聴取可能データ編集情報のうち少な
くとも一つを含むことを特徴とする請求項６に記載の聴音器。
【請求項８】
　前記聴音器は、聴音器側保存部をさらに含むことを特徴とする請求項１～７のいずれか
一項に記載の聴音器。
【請求項９】
　前記聴音器側保存部に保存されたデータは、前記携帯用端末機の操作結果によって更新
されることを特徴とする請求項８に記載の聴音器。
【請求項１０】
　前記聴音器の動作モードは、前記携帯用端末機から受信された制御データによって設定
されることを特徴とする請求項１～９のいずれか一項に記載の聴音器。
【請求項１１】
　前記聴音器は、前記ユーザの耳に装着されることを特徴とする請求項１～１０のいずれ
か一項に記載の聴音器。
【請求項１２】
　前記聴音器側再生部は、前記データを空気伝導または骨伝導により伝送し、前記データ
を再生することを特徴とする請求項１～１１のいずれか一項に記載の聴音器。
【請求項１３】
　ユーザによる携帯用端末機の操作結果によって、前記携帯用端末機から聴音器を制御す
る制御データを、人体領域ネットワークを利用して受信する段階と、
　前記受信された制御データによって、前記聴音器を設定する段階と、を含む聴音器制御
方法。
【請求項１４】
　前記聴音器で、前記聴音器の外部から第１聴取可能データを感知する段階をさらに含む
ことを特徴とする請求項１３に記載の聴音器制御方法。
【請求項１５】
　前記携帯用端末機から第２聴取可能データを受信する段階と、
　前記感知された第１聴取可能データ及び前記受信された第２聴取可能データのうち少な
くともいずれか一つを、前記携帯用端末機の操作結果に従って選択する段階と、
　前記選択されたデータを再生する段階と、をさらに含むことを特徴とする請求項１４に
記載の聴音器制御方法。
【請求項１６】
　前記聴音器で再生される聴取可能データを、前記制御データによって変換する段階をさ
らに含むことを特徴とする請求項１３～１５のいずれか一項に記載の聴音器制御方法。
【請求項１７】
　前記制御データは、聴音器情報、ユーザ情報、及び聴取可能データ編集情報のうち少な
くとも一つを含むことを特徴とする請求項１６に記載の聴音器制御方法。
【請求項１８】
　第１聴音器と、
　第２聴音器と、を含み、
　前記第１聴音器は、聴音器側制御部と、聴音器側送受信部と、聴取可能データを感知す
る感知部と、を含み、
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　前記聴音器側制御部は、前記感知部によって感知された聴取可能データによって、前記
第１聴音器の制御データを更新し、前記聴音器側送受信部は、前記更新された制御データ
を、ユーザの人体領域ネットワークを利用して、前記第２聴音器に通信することを特徴と
する聴音器システム。
【請求項１９】
　前記第１聴音器及び前記第２聴音器のうちいずれか１つの聴音器の動作モードは、前記
制御データによって決定されることを特徴とする請求項１８に記載の聴音器システム。
【請求項２０】
　前記第１聴音器は、
　前記感知部によって感知された聴取可能データを再生する聴音器側再生部をさらに含む
ことを特徴とする請求項１８または請求項１９に記載の聴音器システム。
【請求項２１】
　前記聴音器側制御部は、前記感知された聴取可能データを、前記更新された制御データ
によって変換し、
　前記聴音器側再生部は、前記変換された聴取可能データを再生することを特徴とする請
求項２０に記載の聴音器システム。
【請求項２２】
　第１聴音器及び第２聴音器を含む聴音器システムにおいて実行されるデータ制御方法に
おいて、
　前記第１聴音器及び前記第２聴音器の外部の聴取可能データを感知する段階と、
　前記感知された聴取可能データによって、前記第１聴音器の制御データを更新する段階
と、
　ユーザの人体領域ネットワークを利用して、前記更新された制御データを、前記第２聴
音器に伝送する段階と、を含むデータ制御方法。
【請求項２３】
　前記第１聴音器の動作モードは、前記制御データによって決定されることを特徴とする
請求項２２に記載のデータ制御方法。
【請求項２４】
　前記第２聴音器の動作モードは、前記更新された制御データによって決定されることを
特徴とする請求項２２または請求項２３に記載のデータ制御方法。
【請求項２５】
　前記データ制御方法は、
　前記感知された聴取可能データを再生する段階をさらに含むことを特徴とする請求項２
２～２４のいずれか一項に記載のデータ制御方法。
【請求項２６】
　前記再生する段階は、
　前記感知された聴取可能データを前記更新された制御データによって変換し、前記変換
された聴取可能データを再生することを特徴とする請求項２５に記載のデータ制御方法。
【請求項２７】
　携帯用端末機と通信する聴音器で再生される聴取可能データを決定する方法において、
　前記聴音器により当該聴音器の外部から第１聴取可能データを感知する段階と、
　ユーザによる前記携帯用端末機の操作結果に従って、前記第１聴取可能データ、及び前
記携帯用端末機にあらかじめ保存されていたかあるいは前記携帯用端末機の外部から受信
される第２聴取可能データのうち、少なくともいずれか１つの聴取可能データの再生のた
めの再生モードを決定する段階と、を含む決定方法。
【請求項２８】
　前記再生モードは、前記第１聴取可能データを再生するモード、前記第２聴取可能デー
タを再生するモード、及び前記第１聴取可能データと前記第２聴取可能データとを同時に
再生するモードのうちいずれか１つであることを特徴とする請求項２７に記載の決定方法
。
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【請求項２９】
　前記再生モードは、既定の規則に従って決定されることを特徴とする請求項２７または
請求項２８に記載の決定方法。
【請求項３０】
　前記再生モードが、前記第１聴取可能データと、前記第２聴取可能データと、を同時に
再生するモードである場合、前記第１聴取可能データ及び前記第２聴取可能データそれぞ
れを再生する設定情報をさらに決定することを特徴とする請求項２７～２９のいずれか一
項に記載の決定方法。
【請求項３１】
　前記決定する段階は、前記再生モードを前記携帯用端末機で決定し、
　前記第２聴取可能データ、及び前記携帯用端末機で決定された再生モードによる制御デ
ータを、前記聴音器に伝送する段階をさらに含むことを特徴とする請求項２７～３０のい
ずれか一項に記載の決定方法。
【請求項３２】
　前記伝送する段階は、人体領域ネットワークを利用して行われることを特徴とする請求
項３１に記載の決定方法。
【請求項３３】
　前記再生モードは、前記聴音器で決定され、
　前記決定された再生モードによって、前記第２聴取可能データが前記聴音器で再生され
る場合、前記第２聴取可能データを前記聴音器に伝送する段階をさらに含むことを特徴と
する請求項２７～３０のいずれか一項に記載の決定方法。
【請求項３４】
　前記伝送する段階は、人体領域ネットワークを利用して行われることを特徴とする請求
項３３に記載の決定方法。
【請求項３５】
　前記決定された再生モードによって、前記第１聴取可能データ及び前記第２聴取可能デ
ータのうち少なくともいずれか一つを、前記聴音器で再生する段階をさらに含むことを特
徴とする請求項２７～３４のいずれか一項に記載の決定方法。
【請求項３６】
　音源再生システムにおいて、
　外部から第１聴取可能データを感知する聴音器と、
　ユーザによる前記携帯用端末機の操作結果に従って、前記第１聴取可能データ、及び前
記携帯用端末機にあらかじめ保存されていたかあるいは前記携帯用端末機の外部から受信
される第２聴取可能データのうち、少なくともいずれか１つの再生のための再生モードを
、前記携帯用端末機で決定し、前記決定された再生モードによる制御データを、前記ユー
ザの人体領域ネットワークを利用して、前記聴音器に伝送する携帯用端末機と、を含み、
　前記聴音器は、前記受信された制御データを参照し、前記第１聴取可能データ及び前記
第２聴取可能データのうち少なくともいずれか一つを再生することを特徴とする音源再生
システム。
【請求項３７】
　請求項１３～１６、請求項２２～２６及び請求項２７～３５のうち、いずれか１項に記
載の方法を、コンピュータで実行させるためのコンピュータプログラムを保存したコンピ
ュータで読み取り可能な記録媒体。
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